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1. 概要 

本資料は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設（以下，「再処理事業所」という。）における地

盤の支持性能の評価及び耐震評価において，地盤の液状化を考慮すべき建物・構築物の選定方針

及び選定結果について示す。 

再処理事業所における建物・構築物の基礎形式，支持地盤の地質，建物・構築物の地下水排水

設備の設置状況，建物・構築物近傍の地質及び液状化対策工事の実施状況に基づき，液状化の考

慮の要否について検討を行う。 

 

2. 再処理事業所における地質 

事業変更許可申請書の地質層序表を第 2.-1 表に示す。再処理事業所における地質区分は，下位

から岩盤である新第三紀中新世の鷹架層（基礎岩盤）及び砂子又層下部層が分布しており，その

上部に表層地盤である第四紀更新世の六ヶ所層，高位段丘堆積層，中位段丘堆積層，火山灰層及

び第四紀完新世の沖積低地堆積層及び崖錐堆積層が分布している。参考に，再処理施設及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設の事業変更許可申請書に示した再処理事業所の地質断面図を第 2.-2 図に示す。 

 

第 2.-1 表 設置変更許可申請書における地質層序表 

 
（再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設事業変更許可申請書に加筆）

岩盤 

表層地盤 

沖積層 

洪積層 
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（ＭＯＸ燃料加工施設事業変更許可申請書より抜粋） 

第 2.-2 図(1) 再処理事業所の地質断面図（NS 断面） 
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（ＭＯＸ燃料加工施設事業変更許可申請書より抜粋） 

 

第 2.-2 図(1) 再処理事業所の地質断面図（EW 断面） 

E E’ 
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安全上重要な施設を設置する建物・構築物の底面は，支持地盤として硬質な岩盤である鷹架層

に直接もしくはマンメイドロックを介して設置されている。これは，再処理施設の事業変更許可

申請書添付書類四「4．地盤」及びＭＯＸ燃料加工施設の事業変更許可申請書添付書類三「ロ．地

盤」における「耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設については，岩盤に直接又はＭＭＲ

を介して支持されていることから，周辺地盤の変状（不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下）の

影響を受ける恐れはない」とした設計方針と整合している。 

一方，表層地盤については，各層が液状化のおそれのある「液状化対象層」に該当するか個別

に確認し，設計に反映している。液状化対象層については，第 2.-2 図に示す道路橋示方書（Ⅴ耐

震設計編）・同解説によれば，沖積層の土層に対し，液状化の判定を行うこととされている。再処

理事業所における地質区分のうち，第四紀の崖錐堆積層，沖積低地堆積層が沖積層に該当する。

また，建物・構築物周辺の埋戻し土，造成盛土についても液状化対象層に該当する。 

更新世の地質である六ヶ所層，高位段丘堆積層，中位段丘堆積層については，第 2.-3 図に示す

道路橋示方書（Ⅴ耐震設計編）・同解説によれば，洪積層に整理され，原則として液状化判定の対

象とする必要はないとされている。しかしながら，基準地震動の規模が大きいことから液状化す

る可能性が否定できないものと考え，液状化対象層として整理する。以上より，表層地盤につい

ては，全ての層を液状化対象層として検討を行う。 

 

 
第 2.-2 図 道路橋示方書Ⅴにおける液状化の判定を行う必要がある土層 

（引用：（社）日本道路協会，道路橋示方書（Ⅴ耐震設計編）・同解説，H24.3（抜粋）） 

 

 

第 2.-3 図 道路橋示方書Ⅴにおける洪積層に関する記述 

（引用：（社）日本道路協会，道路橋示方書（Ⅴ耐震設計編）・同解説，H24.3（一部加筆）） 
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3. 液状化検討対象施設の選定 

3.1 液状化判定の方針 

液状化判定のフローを第 3.1-1 図に示す。液状化判定は，以下に示す（１）～（４）の順に実

施する， 

  

（１）支持地盤の確認 

建物・構築物が，液状化のおそれの無い岩盤である鷹架層に支持されているか確認する。鷹架

層に支持されていない建物・構築物については，支持地盤及び周辺地盤に対し，（３）において液

状化対象層の有無を確認する。 

 

（２）対象施設と地下水排水設備との位置関係の確認 

建物・構築物が，地下水位を低下させるための地下水排水設備に囲まれているか確認する。地

下水排水設備に囲まれていない建物・構築物については，岩盤に支持されており，かつ地表に設

置される構築物を除き，建物・構築物の周辺地盤に対して（３）において液状化対象層の有無を

確認する。 

 

（３）液状化対象層の分布及び液状化対策の確認 

建物・構築物の周辺地盤に液状化対象層が存在する場合には，地盤改良等の液状化対策の有無

を確認するとともに，液状化対策を実施していない場合は，（４）において液状化検討対象施設と

して選定する。 

 

（４）液状化検討対象施設の選定 

（１）～（３）の確認を踏まえ，建物・構築物近傍の地盤の液状化による健全性の確認を要す

る建物・構築物を，液状化検討対象施設として選定する。 
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対象施設が地下水排水設備に
囲まれているか

液状化を考慮しない液状化を考慮する

表層地盤に
液状化検討対象層が

分布しているか

YES

YES

NO

NO

（２）対象施設と地下水排水設備
との位置関係の確認

検討開始

（１）支持地盤の確認

対象施設が岩盤に
支持されているか

NO

YES

（３）液状化対象層の分布
及び液状化対策の確認

液状化対策を
実施しているか

YES

NO

 

 

第 3.1-1 図 液状化判定フロー 
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3.2 液状化判定 

再処理事業所における建物・構築物は，以下に示すとおり，「3.2.1 地下水排水設備に囲まれ

ている建物・構築物」，「3.2.2 地下排水設備に囲まれていない建物・構築物」及び「3.2.3 飛

来物防護ネット（杭基礎）」に分類し，それぞれの分類ごとの共通的な特徴を踏まえて液状化の判

定を行う。 

 

3.2.1 地下水排水設備に囲まれている建物・構築物 

本項目では，再処理事業所において地下水排水設備に囲まれている建物・構築物の液状化判定

について確認する。 

 

（１）支持地盤の確認 

再処理施設の事業変更許可申請書添付書類四「4．地盤」及びＭＯＸ燃料加工施設の事業変更許

可申請書添付書類三「ロ．地盤」において，「耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設につい

ては，岩盤に直接又はＭＭＲを介して支持されていることから，周辺地盤の変状（不等沈下，液

状化及び揺すり込み沈下）の影響を受ける恐れはない」としている。 

再処理事業所における建屋については，事業変更許可申請書に記載のとおり，いずれも硬質な

岩盤である鷹架層に直接又はマンメイドロックを介して支持されていることから，支持地盤につ

いて液状化の考慮は不要である。 

 

（２）対象施設と地下水排水設備との位置関係の確認 

再処理事業所において，地下水排水設備に囲まれている建物・構築物については，地下水排水

設備が基礎底面位置にメッシュ状に設置され，耐震評価に用いる地下水位を基礎スラブ上端レベ

ル以下に低減させる設計となっている。地下水排水設備は，集水管，ピット，水中ポンプ等で構

成される。 

第 3.2.1-1 図に，再処理事業所における Sクラス施設の間接支持構造物である地下水排水設備

に囲まれている建物・構築物と，地下水排水設備の設置状況を示す。あわせて，参考資料１に地

下水排水設備の概要を示す。 

再処理事業所における地下水排水設備に囲まれている建物・構築物については，いずれも耐震

評価に用いる地下水位が基礎スラブ上端レベル以下まで低下していることから，液状化の考慮は

不要である。 
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：ピット（ポンプ有）

：ピット（ポンプ無）

：集水管及びサブドレン管（建屋外縁）

：Sクラス施設の間接支持構造物
（地下水排水設備に囲まれている建物・構築物）

 

 

第 3.2.1-1 図 建屋と地下水排水設備の位置関係 

第2保管庫・貯水所周辺

燃料加工建屋 
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3.2.2 地下排水設備に囲まれていない建物・構築物 

本項目では，再処理事業所において地下水排水設備に囲まれていない建物・構築物の液状化判

定について確認する。 

 

ａ．地表に設置される屋外機械基礎 

（１）支持地盤の確認 

再処理施設の事業変更許可申請書添付書類四「4．地盤」及びＭＯＸ燃料加工施設の事業変更許

可申請書添付書類三「ロ．地盤」において，「耐震重要施設等及び常設重大事故等対処施設につい

ては，岩盤に直接又はＭＭＲを介して支持されていることから，周辺地盤の変状（不等沈下，液

状化及び揺すり込み沈下）の影響を受ける恐れはない」としている。 

再処理事業所におけるＳクラス施設の間接支持構造物である地表に設置される屋外機械基礎の

位置を第 3.2.2-1 図に示す。 

再処理事業所における地表に設置される屋外機械基礎については，事業変更許可申請書に記載

のとおり，いずれも硬質な岩盤である鷹架層に直接又はマンメイドロックを介して支持されてい

ることから，液状化の考慮は不要である。 
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：Sクラス施設の間接支持構造物
（地下水排水設備に囲まれていない屋外機械基礎）

 

 

第 3.2.2-1 図 地表に設置される屋外機械基礎の位置 

 

第2保管庫・貯水所周辺

安全冷却水 

B 冷却塔基礎 
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ｂ．洞道 

本項目では，洞道の液状化判定について確認する。洞道は各建屋等を連結する構造物であり，

岩盤に直接またはマンメイドロック(コンクリート)を介して支持されている。 

洞道は主に各建屋間の道路下に設置されているため，洞道両側には岩盤に直接支持される建屋

があり，また，洞道と建屋の間は基本的に流動化処理土等の改良地盤で埋戻している。これらの

ことから，洞道の耐震評価は地盤の液状化は発生しないことを基本としている。 

しかしながら，一部の洞道の周辺には，地震時に液状化する可能性が否定できない地盤が局所

的に分布することから，液状化による洞道の耐震評価への影響を考慮し，健全性に問題のない設

計とする。検討方針および影響検討結果の詳細については，後次回に別途補足説明資料にて示す。 
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3.2.3 飛来物防護ネット（杭基礎） 

本項目では，杭基礎である飛来物防護ネットの液状化判定について確認する。 

 

（１）支持地盤の確認 

飛来物防護ネットについては，いずれも硬質な岩盤である鷹架層に杭基礎を介して支持されて

いることから，支持地盤について液状化の考慮は不要である。なお，杭側面の地盤については，

（３）にて液状化対象層の分布を確認する。 

 

（２）対象施設と地下水排水設備との位置関係の確認 

再処理事業所における飛来物防護ネットの位置を第 3.2.3-1 図に示す。飛来物防護ネット近傍

に地下水排水設備が設置されている建物・構築物が存在するが，飛来物防護ネットの支持地盤は

当該建物・構築物の地下水排水設備よりも下部であることから，飛来物防護ネットについては，

地下水排水設備が設置されていない建物・構築物として扱う。 

 

（３）液状化対象層の分布及び液状化対策の確認 

杭基礎を有する構築物である飛来物防護ネットについては，第四紀の沖積層及び洪積層が杭側

面に分布することから，杭周辺の液状化対策工事を実施している。 

液状化対策としては，液状化対象層のセメント混合土への置換による地盤改良を実施しており，

港湾技術研究所報告(第 29 巻，第２号，1990.6)によれば，液状化しないための目安として一軸圧

縮強度 50～100kPa が示されており，当該地点の改良地盤の一軸圧縮強度は，これを大きく上回っ

ていることから液状化することはない。 

第 3.2.3-2 図に，飛来物防護ネット杭基礎周辺の液状化対策工事の概要を示す。 

 

（４）液状化検討対象施設の選定 

杭基礎を有する構築物である飛来物防護ネットについては，（３）に示したとおり，液状化対策

として杭側面の地盤改良を実施していることから，液状化検討対象施設として選定しない。 
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第 3.2.3-1図 飛来物防護ネットと地下水排水設備の位置関係 

安全冷却水 

B冷却塔基礎 

飛来物防護ネット 
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（平面図） 

 

第 3.2.3-2 図(1) 飛来物防護ネット杭基礎周辺の液状化対策工事 

（安全冷却水 B冷却塔 飛来物防護ネットの例） 
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（Ａ－Ａ”断面） 

 

 

 
（Ｂ－Ｂ”断面） 

 

第 3.2.3-2 図(2) 飛来物防護ネット杭基礎周辺の液状化対策工事 

（安全冷却水 B冷却塔 飛来物防護ネットの例）
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4. 第 1 回申請施設における液状化検討対象施設の選定結果 

第 1回申請施設について，液状化検討対象施設の選定結果を第 4.-1 表に示す。 

第 4.-1 表の整理結果として，第 1回申請施設については，液状化検討対象施設に該当する建物・

構築物は無く，液状化による健全性の確認を要する建物・構築物は無い。 
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第 4.-1 表 液状化検討対象施設の選定結果（第１回申請施設） 

 

建物・構築物名称 種別 （１）支持地盤の確認 

（２）対象施設と地下水排水設備との 

位置関係の確認 （３）液状化対象層の分布 

及び液状化対策の確認 
（４）液状化検討対象施設の選定 

地下水排水設備の 

設置状況 

耐震設計に用いる 

地下水位 

燃料加工建屋 建屋（直接基礎） 岩盤に支持 
地下水排水設備に 

囲まれている 
T.M.S.L.34.23m  液状化を考慮しない 

安全冷却水 B冷却塔基礎 構築物（直接基礎） 
地表に設置されており

岩盤に支持 

地下水排水設備に 

囲まれていない 

T.M.S.L.55.0m 

（地表面） 
 液状化を考慮しない 

安全冷却水 B冷却塔 

飛来物防護ネット 
構築物（杭基礎） 

杭基礎を介して 

岩盤に支持 

地下水排水設備に 

囲まれていない 

T.M.S.L.55.0m 

（地表面） 

杭周辺地盤の 

液状化対策工事を実施 
液状化を考慮しない 
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5. まとめ 

再処理事業所における地盤の支持性能の評価及び耐震評価において，地盤の液状化を考慮すべ

き建物・構築物の選定方針及び選定結果について整理した 

再処理事業所における建物・構築物について，地下排水設備の設置状況及び基礎形式に従った

分類を行い，各分類における支持地盤の地質，建物・構築物近傍の地質及び液状化対策工事の実

施状況に基づき，液状化の判定を行い，液状化検討対象施設の選定を行った。 

整理の結果，支持地盤が岩盤である鷹架層に支持されており，地下水排水設備が設置されてい

る建物・構築物並びに液状化対策を実施している建物・構築物については，液状化の考慮は不要

である。 

また，一部の洞道の周辺には，地震時に液状化する可能性が否定できない地盤が局所的に分布

することから，液状化による洞道の耐震評価への影響を考慮し，健全性に問題のない設計とする。

その検討方針および影響検討結果の詳細については，後次回に別途補足説明資料にて示す。 
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液状化の考え方についての参考資料 
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（参考資料１）建屋に設置される地下水排水設備の概要
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（参考）1-1 

（参考資料１）建屋に設置される地下水排水設備の概要 

 

建屋周辺の地下水は，地下水排水設備により排水する設計とする。具体的には，建屋底面で発

生する地下水は，建屋周辺に設置する集水管を通じてピットに集水され，基礎スラブ下端より深

い位置に設置する水中ポンプにより，地下水を地上に揚水して，排水溝に排水を行う設計とする。

地下水排水設備の概要図を第 1図に示す。 

ピットに水中ポンプを設置する場合は，各ピットに 2台ずつポンプを設置し，このうち 1台を

予備として運用する。 

建設後の地下水排水設備は，社内マニュアルに従い，適切に維持管理を行うものとする。具体

的な実施事項は以下の通り。 

 

① 通常時は制御室等にて地下水排水設備に不具合が生じているか否か（警報の有無）を監視

する。 

② 定期的に現場制御盤で運転状態を確認する。 

③ 年 1回ピット内で水中ポンプ，集水管等の点検を行い，必要に応じて清掃等を実施する。 

 

また，地下水排水設備において異常が生じた場合（ピット満水時，水中ポンプ過負荷時等）は，

制御室等に警報を発報する設計としており，速やかに状況を確認の上，地下水排水設備が健全に

運用されるよう適切に保全を行うこととする。 

 

 

 

 

第 1図 地下水排水設備の概要図 
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